
経済産業省

輸出注意事項２２第２６号

平成２２・０７・０７貿局第３号

外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基

づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部を改正する通達を次の

ように制定する。

平成２２年７月１５日

経済産業省貿易経済協力局長 柴生田 敦夫

外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項

の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一

部を改正する通達

外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基

づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について（平成４年１２月２１日付け

４貿局第４９２号）の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。

附 則

この通達は、平成２２年８月１日から施行する。



外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一

部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について

（平成４年１２月２１日付け４貿局第４９２号）

改 正 案 現 行

（略） （略）

１ 役務取引許可の対象 （略） １ 役務取引許可の対象 （略）

２ 役務取引の許可 ２ 役務取引の許可
（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５）役務取引の許可 （５）役務取引の許可

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ）化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関 （ｃ）化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関

する条約の履行の観点から、輸出貿易管理令（昭和２４年政令第 する条約の履行の観点から、輸出貿易管理令（昭和２４年政令第

３７８号。以下「輸出令」という。）別表第１の３の項（１）に ３７８号。以下「輸出令」という。）別表第１の３の項（１）に

掲げる貨物として貨物等省令第２条第１項第二号イからハまで又 掲げる貨物として貨物等省令第２条第１項第二号イからホまで又

は第三号イからタまでのいずれかに該当するものの設計、製造又 は第三号イからタまでのいずれかに該当するものの設計、製造又

は使用に係る技術を提供することを目的とする取引であって、「 は使用に係る技術を提供することを目的とする取引であって、「

輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け６ 輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け６

２貿局第３２２号・輸出注意事項６２第１１号）（以下「運用通 ２貿局第３２２号・輸出注意事項６２第１１号）（以下「運用通

達」という。）別表第１の別紙の（注３）の②に定める「はの② 達」という。）別表第１の別紙の（注３）の②に定める「はの②

地域」及び③に定める「はの③地域」以外の地域（イランを除く 地域」及び③に定める「はの③地域」以外の地域（イランを除く

。）において提供するものについては、役務取引の許可を行わな 。）において提供するものについては、役務取引の許可を行わな

い。 い。

（ｄ） （略） （ｄ） （略）

（６） （略） （６） （略）

３ 税関長の確認等 （略） ３ 税関長の確認等 （略）

別紙１ 別紙１

外為令 外為令別表中 解 釈 外為令 外為令別表中 解 釈

別表の 解釈を要する 別表の 解釈を要する

項 語 項 語



１～９ （略） （略） １～９ （略） （略）

１０ （略） （略） １０ （略） （略）

磁力計 （略） 磁力計 （略）

（削る） （削る） システムトラ コンピュータ処理され、レーダー目標

ック データの飛行計画で示された位置との

相関がとられ、逐次かつ瞬時に更新さ

れる航空機の飛行位置情報であって、

航空交通管制センターの管制員が利用

可能なものをいう。

１１ （略） （略） １１ （略） （略）

フルオーソ 航空機用ガスタービンエンジンのため フルオーソ 航空用ガスタービン又は複合サイクル

リティーデ のデジタル電子制御装置であって、エ リティーデ エンジンのためのデジタル電子制御装

ジタルエン ンジンの始動から停止までの間（エン ジタルエン 置であって、エンジンの可動式案内翼
ジン制御す ジンが正常に稼働しているか、故障し ジン制御 、排気ノズル、抽気弁等、エンジンの

るための装 ているかを問わない。）、本装置の全 推力や軸出力を調整するために必要と

置 作動域にあるエンジンを自律的に制御 される可変部位等を制御することによ

することができるものをいう。 り、エンジンの性能を向上させる装置

をいう。

１２ （略） （略） １２ （略） （略）

１３ （略） （略） １３ （略） （略）

フルオーソ １１の「フルオーソリティーデジタル フルオーソ １１の「フルオーソリティーデジタル

リティーデ エンジン制御するための装置」の解釈 リティーデ エンジン制御」の解釈に同じ。
ジタルエン に同じ。 ジタルエン

ジン制御す ジン制御

るための装

置



１４ （略） （略） １４ （略） （略）
～１６ ～１６

別紙２～別紙４ （略） 別紙２～別紙４ （略）
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